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新型コロナウイルス対応による臨時休業について（第二報） 

 

 日頃は、四国中央市の教育に対しまして、ご支援、ご協力を賜りましてありがとうご

ざいます。 

内閣総理大臣の要請による休校の措置については、令和２年２月２８日付文書により

お知らせしたところですが、改めてお知らせいたします。保護者の方にはお子様の見守

り等大変なご負担をおかけすることとなりますが、子どもの命と健康を最優先に考えた

対策に、ご理解ご協力を賜りますようお願い申しあげます。 

 

１ 休業予定期間 

令和２年３月４日（水曜日）～令和２年３月２５日（水曜日） 

令和２年３月２６日からは春休み 

  ※ ただし、状況により３月２５日以前に授業を再開することがある。その場合は、

事前にその旨をお知らせする。 

  ※ 「２ 卒業式等について」にあるように、卒業式や修了式、高等学校入学試験

の前日等は半日の登校日とする場合がある。登校日、登校学年等の詳細は、学校

よりお知らせする。 

 

２ 卒業式等について 

 ① 卒業式（中学校３月１７日、小学校３月２４日） 

  ・ 規模を縮小して実施する。卒業式には卒業生、教職員、保護者が参加し、来賓

の参列はなし、在校生は参加せず代表者のみ等とする。児童生徒の健康・安全を

第一に考え、保護者の参加を必要最小限に制限させていただくこともある。児童

生徒、保護者において、発熱や体調不良がある場合は参加を避けていただく。 

  ・ 市内に新型コロナウイルスの感染者が出た場合は、全ての小中学校の卒業式を

中止することもある。その場合、卒業証書をお渡しする方法については学校から

別途お知らせする。 

 ② 修了式（小中学校 ３月２５日） 

  ・ 午前中の日程で実施する。ただし、市内に新型コロナウイルスの感染者が出た

場合は、全ての小中学校の修了式を中止することもある。その場合、通知表をお

渡しする方法については学校から別途お知らせする。場合によっては、文科省が

例示している、次年度になってからのお渡しになる場合があることを予めご了承

いただきたい。 

 ③ 離任式 

  ・ 各校で予定していた離任式の登校日は中止する。 

 

【裏面に続く】 



 

３ 学力保障について 

 ・ 休業中の学習について、復習プリントやまとめプリント、使用している教材など

を活用するなどして自宅学習を行う。詳細は学校より連絡がある。 

・ 現学年の学習が終わっていない部分は、次学年、及び進学先へしっかりと引継ぎ

対応する。今回の未履修の内容は、次学年の最初に学習したうえで、その学年の学

習を開始する。そのために必要な授業時数を確保するために、夏休みの短縮等を検

討している。  

 

４ お願い等 

・ 休業中はインフルエンザ等による学校閉鎖と同じ対応となります。出席が必要な

い日となり、欠席にはなりません。家庭では、感染拡大防止の処置であることをご

理解のうえ、できるだけ人との接触を避け、出歩かず過ごすことを心掛けてくださ

い。原則、外出は保護者同伴でお願いします。部活動については中止です。いろい

ろな習い事についても、感染拡大防止にご協力ください。 

 ・ 臨時休業中は、学級担任等が電話連絡を行います。家庭訪問は、感染拡大につな

がるおそれがあるため、行う場合は慎重に行います。 

・ 臨時休業中の学習については、３日までに学級担任よりお子様に指示をしており

ます。授業時数が少なくなりましたので、休業中も普段できない学習や１年間のま

とめ等の学習を進めておいてください。 

・ 現学年の教科書は、来年度初めに使用する場合があるので、処分せず保管してお

いてください。 

・ 給食費の残金（３月の給食中止による超過徴収となった額）の取扱いについては

検討中です。詳細が決まりましたらお知らせします。 

・ 放課後児童クラブ、図書館、公民館等の運営については担当課から別途お知らせ

します。 

 ・ お子様に体調不良等がある場合は、適切な処置をするとともに、学校にもご連絡

ください。 

・ 放課後児童クラブの今後の予定は、３月４日（水）～６日（金）は通常通り 

１４：００～１８：００、３月９日（月）からは８時から受け入れができるように

調整中です。そのため、３月４日～６日の８：００～１４：００は、放課後児童ク

ラブ利用者で希望する方は各小学校でお子様をお預かりします。自習道具やお弁当

などを持参していただきます。詳しくは学校にお問い合わせください。 

・ 放課後児童クラブ、パレット、放課後等デイサービス等が利用できずお困りの場

合は学校にご相談ください。 

  

 

 本文書は、３月２日時点の状況をもとにして作成しております。状況は刻々と変わって

おり、今後、お知らせ内容に変更が生じる場合があります。その場合には、学校より一斉

メールやホームページ等を利用してご連絡しますので、ご確認ください。 


